
令 和 ３ 年
11月５日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）
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○
教
委
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施
術
者
の

氏
名

施

術

所

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

重
村

周
正

重
村
鍼
灸
院

周
南
市
大
字
櫛
ケ
浜
五
一
八
の
一

九

令
和
三
、

九
、
一
七

教
育
委
員
会

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
五
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
六
章
中
第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
単
位
制
に
よ
る
課
程
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
二

高
等
学
校
の
単
位
制
に
よ
る
課
程
（
学
年
に
よ
る
教
育
課
程
の
区
分
を
設
け
な
い

全
日
制
の
課
程
、
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
学
期
の
区
分
に

従
い
、
入
学
又
は
編
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚒

高
等
学
校
の
単
位
制
に
よ
る
課
程
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
上
支
障
が

な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
卒
業
の
時
期
を
九
月
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
柳
井
高
等
学
校
の
項
中
「
140」
を
「
130」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
熊

毛
南
高
等
学
校
の
項
中
「
90」
を
「
80」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
光
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

一

山 口 県 報 （定期） 第 253 号令和３年11月５日 金曜日














目

次
















山
口
県
立
光
高
等
学
校

光
市
本

校
普
通
科

３
160

夜
普
通
科
３
又
は

４
−

定
時
制
課
程
普
通
科
は
、
令
和

４
年
度
か
ら
生
徒
募
集
を
停
止

す
る
。

総
合
学

科
３

80
別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
下
松
高
等
学
校
の
項
中
「
160」
を
「
180」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
徳

山
高
等
学
校
の
項
中
「
240」
を
「
260」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
新
南
陽
高
等
学
校
の
項
中
「
140」

を
「
160」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
防
府
高
等
学
校
の
項
中
「
220」
を
「
240」
に
改
め
、
同
表
山

口
県
立
防
府
商
工
高
等
学
校
の
項
及
び
山
口
県
立
山
口
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
立
防
府
商
工
高
等
学
校
防

府
市
本

校

商
業
科

３
120

夜
普
通
科
３
又
は

４
−

定
時
制
課
程
普
通
科
は
、
令
和

４
年
度
か
ら
生
徒
募
集
を
停
止

す
る
。

情
報
処

理
科

３
40

機
械
科

３
80

山
口
県
立
山
口
高
等
学
校

山
口

市
本

校
普
通
科

３
260

夜
普
通
科
３
以
上

−
普
通
科

−
定
時
制
課
程
普
通
科
並
び
に
通

信
制
課
程
普
通
科
及
び
衛
生
看

護
科
は
、
令
和
４
年
度
か
ら
生

徒
募
集
を
停
止
す
る
。

理
数
科

３
40

衛
生
看

護
科

−

徳
佐
分
校
普
通
科

３
35

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
山
口
中
央
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
口
県
立
山
口
松
風
館
高
等
学

校
山

口
市
本

校

昼
（
午

前
）

普
通
科
３
以
上

40普
通
科

400
昼
（
午

後
）

普
通
科
３
以
上

40

夜
普
通
科
３
以
上

40

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
宇
部
西
高
等
学
校
の
項
中
「
120」
を
「
105」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立

宇
部
工
業
高
等
学
校
の
項
か
ら
山
口
県
立
厚
狭
高
等
学
校
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
立
宇
部
工
業
高
等
学
校
宇

部
市
本

校

機
械
科

３
35

夜
機
械
科

４
−

定
時
制
課
程
機
械
科
は
、
令
和

４
年
度
か
ら
生
徒
募
集
を
停
止

す
る
。

電
子
機

械
科

３
35

電
気
科

３
35

化
学
工

業
科

３
35

山
口
県
立
小
野
田
高
等
学
校

山
陽
小
野
田
市
本

校
普
通
科

３
160

夜
普
通
科
３
又
は

４
−

定
時
制
課
程
普
通
科
は
、
令
和

４
年
度
か
ら
生
徒
募
集
を
停
止

す
る
。

山
口
県
立
厚
狭
高
等
学
校

山
陽
小
野
田
市
本

校
普
通
科

３
80

夜
商
業
科
３
又
は

４
−

北
校
舎
及
び
南
校
舎
を
置
く
。

定
時
制
課
程
商
業
科
は
、
令
和

４
年
度
か
ら
生
徒
募
集
を
停
止

す
る
。

総
合
家

庭
科

３
35

別
表
の
１
の
表
山
口
県
立
長
府
高
等
学
校
の
項
中
「
125」
を
「
135」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
下

関
南
高
等
学
校
の
項
中
「
130」
を
「
160」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
下
関
北
高
等
学
校
の
項
中

二
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「
90」
を
「
80」
に
改
め
、
別
表
の
⚔
の
表
山
口
県
立
山
口
南
総
合
支
援
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

山
口
県
立
山
口
南
総
合
支
援
学

校
山
口
市
本

校
３

25
６

３

普
通
科
３

−

高
等
部
普
通
科
は
、
定
員
を
定
め
な
い
。

高
等
部
産
業
科
は
、
令
和
４
年
度
か
ら
生

徒
募
集
を
停
止
す
る
。

産
業
情

報
科

３
８

産
業
科
３

−
就
業
実

践
科

３
16

別
表
の
⚔
の
表
山
口
県
立
宇
部
総
合
支
援
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
立
宇
部
総
合
支
援
学
校
宇
部
市
本

校
６

３

普
通
科
３

−
高
等
部
普
通
科
は
、
定
員
を
定
め
な
い
。

高
等
部
産
業
科
は
、
令
和
４
年
度
か
ら
生

徒
募
集
を
停
止
す
る
。

産
業
科
３

−
就
業
実

践
科

３
16

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三

山 口 県 報 （定期） 第 253 号令和３年11月５日 金曜日



令
和
三
年
十
一
月
五
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
十
一
月
五
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


